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参 考 資 料 

 

１．七尾市健康福祉審議会および高齢者福祉分科会について 

 

これからの健康福祉施策は、幅広い視点で推進することが重要です。そこで、諸計画

の策定・進行管理、保健福祉に関する重要事項について調査、審議、評価を行う市長の

諮問機関として七尾市健康福祉審議会（以下審議会という。）が設置されています。 

審議会の中には５つの分科会が構成されています。審議会の委員はいずれかの分科会

に属し、審議会と分科会が連携しながら運営ができるように組み立てられています。 

 

 高齢者福祉分科会は、そのうちの１つであり、老人福祉計画、介護保険事業計画、介

護保険料、その他高齢者福祉の重要事項に関する事項について審議して頂きます。 

 当分科会の委員は、審議会委員のほかに市民代表、有識者、保健医療福祉関係者、地

域の代表の方など幅広い参画により構成されています。 

なお、当分科会委員は、七尾市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員を兼務し

て頂くこととなっています。 

 

○構 成 

（審議会・分科会委員数は各１５名程度） 

 

 

 

 

 

○委員の任期 

３年とする。（平成３０年４月１日～令和３年３月３１日） 

 



（参 考） 

 

健康福祉審議会及び各分科会の審議内容 

 

 

健康福祉審議会 

保健福祉に関する諸計画の策定や進行管理、保健福祉に関する重要事項及び福祉施設

等整備計画に関する事項を審議・答申する。 

 

地域福祉分科会 

地域福祉計画、地域福祉の重要事項に関することを審議する。 

 

高齢者福祉分科会 

老人福祉計画、介護保険事業計画、介護保険料、その他高齢者福祉の重要事項に関す

る事項を審議する。 

 

障害者福祉分科会 

障害者計画、障害福祉計画、その他障害者福祉の重要事項に関することを審議する。 

 

児童福祉分科会 

子ども・子育て支援事業計画、その他児童福祉の重要事項に関することを審議する。 

 

保健医療分科会 

健康増進計画、その他保健医療の重要事項に関することを審議する。 



 

分 科 会 名 高齢者福祉分科会 

担 当 課 高齢者支援課 

分科会の目的 

老人福祉法及び介護保険法の規定により、老人福祉計画・介護保険

事業計画は、総合的・体系的に実施していく必要があるため、一体的

に計画策定を行なっている。 

本分科会では、平成３０年度から３年を計画期間とする「老人福祉

計画・第７期七尾市介護保険事業計画」の進捗管理を行うとともに、

令和３年度を開始年度とする「老人福祉計画・第８期介護保険事業計

画」の策定について審議を行う。 

また、第８期介護保険事業計画に定める介護給付費等の見込額の算

定による介護保険料の改定についても審議を行う。 

（関係法令） 

・老人福祉法第２０条の８ (市町村老人福祉計画） 

・介護保険法第１１７条  (市町村介護保険事業計画) 

・介護保険法第１２９条 （介護保険料） 

審 議 事 項 

１ 老人福祉計画・第７期介護保険事業計画の進捗管理 

２ 老人福祉計画・第８期介護保険事業計画の策定 

３ 介護保険料の改定 

４ 高齢者福祉に関する重要事項 

これまでの経過 

介護保険制度(平成１２年４月施行) 

（１）第１期計画（平成１２年度～平成１４年度） 

（２）第２期計画（平成１５年度～平成１７年度） 

（３）第３期計画（平成１８年度～平成２０年度） 

（４）第４期計画（平成２１年度～平成２３年度） 

（５）第５期計画（平成２４年度～平成２６年度） 

（６）第６期計画（平成２７年度～平成２９年度） 

（７）第７期計画（平成３０年度～令和 ２年度） 

第６期計画から、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を見据

え、地域包括ケアシステムの構築を段階的に進めている。 

今年度は第７期計画の開始から３年目を迎え、２０２５年及び団塊

ジュニア世代が６５歳以上となる２０４０年に向け、地域の実情に合

わせた地域包括ケアシステムを推進していく。 

今 後 の 課 題 地域包括ケアシステムの推進 



令和２年度の 

主な取り組み 

１．老人福祉計画・第７期介護保険事業計画の進捗管理 

地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組み 

（１）医療と介護の連携・強化 

多職種の連携・強化を図り、在宅生活における介護と医療が切

れ目なく円滑に行われる体制を推進する。 

（２）在宅生活支援体制の充実 

地域包括ケアシステムの柱である「生活支援・介護予防」を進め

るため、地域住民等による互助の体制の充実を図る。 

（３）介護予防の推進及び充実 

生活習慣病や運動器機能低下の予防に関する普及啓発をすると

ともに、介護予防活動の場である「通いの場」の拡充を図る。 

（４）認知症施策の推進 

認知症に関する知識の普及啓発と施策の周知を図るとともに、認

知症の人やその家族を支援するため、相談・支援体制を強化する。 

（５）介護サービスの基盤整備 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １事業所公募（圏域指定無） 

 

２．老人福祉計画・第８期介護保険事業計画の策定 

 第８期計画は、団塊世代が７５歳以上となる２０２５年（令和７年）、

団塊ジュニア世代が６５歳以上となる２０４０年（令和２２年）に向

けて、より一層地域包括ケアシステムを推進していく。 

【策定作業】 

（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の集計・分析 

（２）在宅介護実態調査の集計・分析 

（３）給付状況の分析・評価 

（４）年齢階層別人口の推計・要介護認定者数の推計 

（５）介護サービス見込量及び給付費の推計による介護保険料の推計 

（６）介護サービス基盤の整備計画の策定 

（７）地域包括ケアシステム推進に向けた具体的な取組み及び目標等 

  

 


